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登録有形文化財 島本町立歴史文化資料館（旧麗天館） 

保存活用計画策定業務公募型プロポーザル実施要領 
 

１ 目的 

  島本町立歴史文化資料館は、史跡桜井駅跡の記念館（麗天館）として昭和１６年に建設

された建造物である。平成１６年に大阪府より町に無償譲渡された後、平成２０年から資

料館として活用している。 

  当該建造物は、地域の歴史を象徴する風格のある会堂建築として、登録基準（一）「国土

の歴史的景観に寄与しているもの」に該当するものとして評価され、平成２７年８月４日

に、正式に「島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）」として文化財登録原簿に登録された。 

  この要領は、当該建造物の登録有形文化財として適切な保存と活用方法を示し、後世に

伝えていくための基本計画である保存活用計画を策定するにあたり、確かな実績とノウハ

ウを持つ事業者と契約を締結する必要があることから、公募型プロポーザル方式により契

約の相手方を特定し、契約を行うための必要な手続き等について定めるものである。 

 

２ 業務の概要 

 ⑴ 件名 

   登録有形文化財 島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）保存活用計画策定業務 

 ⑵ 業務内容 

  別紙「登録有形文化財 島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）保存活用計画策定業務

仕様書」のとおり 

  ※仕様書は、本町が業務成果として求める最低基準を示すものであり、提案者の企画

提案の内容を制限するものではない。 

 ⑶ 契約期間 契約締結日の翌日から令和９年３月３１日まで 

 

３ 関係書類 

 次の関係書類は、町のホームページからダウンロードすること。 

ＵＲＬ：http://www.town.shimamoto.lg.jp/soshiki/24/35325.html 

【ホーム＞町政情報＞事業者向け情報＞入札・契約】 

 

⑴ 登録有形文化財 島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）保存活用計画策定業務公募型プ  

 ロポーザル実施要領 

⑵ 登録有形文化財 島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）保存活用計画策定業務仕様書 

⑶ 登録有形文化財 島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）保存活用計画策定業務に係るプ 

 ロポーザル審査評価基準表 

⑷ プロポーザル参加表明書（様式１）  

⑸ 誓約書（様式２）  

⑹ 企業実績調書（様式３）  
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⑺ 登録有形文化財 島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）保存活用計画策定業務に係る公  

 募型プロポーザル参加資格審査申請書（様式４）  

⑻ 委任状（様式５）  

※支店や営業所で参加する場合又は本店以外で事務手続を行う場合は、必ず提出すること。  

⑼ 登録カード（測量・建設コンサルタント等）（様式６） 

⑽ 営業所一覧表（様式７）  

⑾ 実績調書（測量・建設コンサルタント等）（様式８）  

⑿ 技術者名簿（様式９）  

⒀ 町税に関する納税状況調査同意書（様式１０） ※町内事業者のみ 

⒁ 辞退届（様式１１） 

⒂ 質問書（様式１２）  

⒃ 実施体制調書（様式１３） 

⒄ 企画提案申請書（様式１４） 

⒅ 登録有形文化財に登録時の図面 

⒆ 歴史文化資料館復元構造図 

 

４ 提案上限額 

  １１，８０３，０００円（地方消費税及び消費税等を含む。）とする。 

  なお、提案の内容にかかわらず、この上限額を超える提案は受け付けない。 

 

５ 事業者の選定 

  本業務は、公募型プロポーザル方式により決定する。 

 

６ 参加資格要件 

  本業務に係るプロポーザル参加者に必要とされる参加条件は、次のとおりとする。 

 ⑴ 島本町財務規則第１０７条（平成１１年島本町規則第１２号）に規定する令和８年度

から令和１０年度までの指名競争入札参加資格者名簿（測量・建設コンサルタント等）

（以下、「名簿」という。）に登録されていること。もしくは名簿に登録されていない者

で、島本町入札参加資格要件を満たし、名簿に登録されている者と同様の資格を有する

と認められること。  

なお、名簿に登録されていない者については資格審査を行うため、別途必要な資料を

提出すること。 

 ⑵ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当す

る者でないこと。 

⑶ 島本町から指名停止措置（入札参加停止措置）を受けていないこと。 

⑷ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５

号）等による手続中である事業者でないこと。 

⑸ 労働関連法令に違反し、官公署から摘発又は勧告等を受けている事業者でないこと。 
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 ⑹ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第３２条

第 1 項各号に掲げる者又は島本町暴力団排除条例（平成２６年島本町条例第８号）第２

条第２号に規定する暴力団員又は同条第３号に規定する暴力団密接関係者でないこと。 

 ⑺ 平成２８年度から令和７年度までに、国宝・重要文化財建造物、国登録有形文化財建

造物、地方公共団体指定文化財又は登録有形文化財建造物の保存・活用、整備に関する

計画策定業務について、元請として履行が完了した実績を有していること。 

  

７ スケジュール 

項  目 日  程 

実施要領及び申請書類の配布開始 令和８年４月２０日（月）午前１０時 

質問書の提出期間 令和８年４月２１日（火）～ 

令和８年４月２７日（月）午後５時必着 

質問書回答日 令和８年５月 ７ 日（木）までに回答 

参加表明書類提出期限 令和８年５月１５日（金）午後５時必着 

参加資格審査（一次審査）結果通知 令和８年５月２２日（金）までに通知 

企画提案書等の提出期限 令和８年６月 ３ 日（水）午後５時必着 

プレゼンテーション審査 令和８年６月１６日（火）予定 

選考結果の通知 令和８年６月１９日（金）予定 

契約締結 令和８年６月２６日（金）予定 

 

８ プロポーザルへの参加表明 

⑴ 提出書類 

次に掲げる書類を提出すること。 

 

●全事業者 

提出書類 様式番号 添付書類及び留意事項 

①プロポーザル参加表明

書 
様式１ 会社パンフレット 

②誓約書 様式２ 

島本町入札参加有資格業者は、使用印鑑として町

に届けている印を押印すること。 

島本町の入札参加資格を有さない者については、

印鑑証明書に登録されている印を押印すること。 

③企業実績調書 様式３ 契約書等、業務内容を証するものの写し 

 

●参加資格要件のうち、名簿に登録がない者 ※追加提出 

提出書類 様式番号 添付書類及び留意事項 

①プロポーザル参加資格

審査申請書  
様式４  
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②委任状（受任者を置く

場合） 
様式５ 項目要件をみたすものであれば他でも可 

③登録カード（測量・建設

コンサルタント等） 
様式６  

④営業所一覧表 様式７ 項目要件を満たすものであれば他でも可 

⑤実績調書（測量・建設コ

ンサルタント等） 
様式８  

⑥技術者名簿  様式９  

⑦許可・登録（免許）証明

書等（写し可） 
－ 営業に関し法律上必要となる登録証明書等  

⑧身分証明書等 

（写し可） 
－ 

履歴事項証明書  

※提出日から３か月以内に発行のもの 

法人：「履歴事項証明書」 

（旧：商業登記簿謄本） 

個人：「身分証明書」及び「登記されていない 

ことの証明書」 

⑨納税証明書・完納証明

書（写し可）  

 

【島本町内業者の場合】 

※右記ア、イ、ウ及びエ 

の提出が必要。 

 

【島本町外業者の場合】 

※右記ア及びエの提出 

が必要。 

 

－ 

ア 消費税及び地方消費税に未納の税額がな 

いことの証明書 

  ※提出日から３か月以内に発行のもの 

  ※所管税務署にて発行 

   法人：納税証明書「その３」又は 

「その３の３」 

   個人：納税証明書「その３」又は 

「その３の２」 

イ 町税の完納証明書 

  ※提出日から３か月以内に発行のもの 

  ※本町税務課にて発行 

ウ 町税に関する納税状況調査同意書（様式１０） 

エ 国税の完納証明書 

※提出日から３か月以内に発行のもの 

  ※所管税務署にて発行 

⑩印鑑証明書（写し可）  － ※発行日が提出日から３か月以内のものに限る。 

⑪財務諸表（写し可）  － 

賃借対照表及び 

〔法人の場合〕株主資本等変動計算書等 

〔個人の場合〕収支内訳書、業務用純資本額 

⑫ＩＳＯ認証機関発行の

登録証（写し）  
－ ※取得業者のみ  



5 

 

⑬障害者雇用状況報告書 － 
プロポーザル参加資格申請書中、「障害者雇用状

況」欄に記入している人数等を確認できるもの 

 

⑵ 提出期限 令和８年５月１５日（金）午後５時必着 

 ※参加表明後に辞退される場合は、辞退届（様式１１）を企画提案書の提出期限までに

提出すること。 

⑶ 提出方法 郵送（書留郵便に限る） 

⑷ 提出部数 正本１部 

 

９ 質問書の提出と回答 

⑴ 受付期間  令和８年４月２１日（火）から令和８年４月２７日（月）まで 

 ⑵ 質問方法  質問書（様式１２）を作成し、電子メールで送付の後、電話で受信の確

認をすること。電子メールの件名は「プロポーザル質問書【企業名】」と

すること。持参や口頭による質問は受け付けない。 

 ⑶ 回答方法  質問への回答は、令和８年５月７日（木）までに、本町ホームページに

公表する。 

 

10 参加資格確認通知 

  参加表明書を提出した事業者に対して、令和８年５月２２日（金）までに、参加資格の

確認結果を電子メールと郵便にて送付する。 

 

11 一次審査 

参加者が５者を超える場合は、企業実績調書の内容について、「16 評価基準」を基に採

点を行い、合計点数が高い５者のみについてプレゼンテーションを受け付けるものとする。

採点は事務局で行い、プレゼンテーションに参加できない者には、事務局から通知する。

参加者が５者以内の場合は、一次審査は実施しない。 

 

12 企画提案書の提出 

⑴ 提出書類 

  次に掲げる書類を各部数提出すること。 

提出書類 様式及び留意事項 提出部数 

①実施体制調書 様式１３ １部 

②企画提案申請書 様式１４ １部 

③企画提案書 

【評価テーマ】 

以下のテーマについて、仕様書等を確認

の上、具体的な提案を記述すること。 

【テーマ】 

ア 業務の目的・内容等を整理し、記載す

ること。 

１部 



6 

 

イ 業務フローと工程表を記載するこ

と。 

ウ 自社が持っている専門知識をどのよ

うに本業務に活かすことができるか

記載すること。 

エ 本業務で必要とする各種調査・業務

内容の進め方を記入すること。 

オ 島本町立歴史文化資料館（旧麗天館）

の特性・特徴を踏まえ、業務内容で重

視するものを記入すること。 

④業務参考見積書 様式自由 １部 

 

 【注意事項】 

・ 文字の大きさは１０ポイント以上とすること。 

・ 提出の際は、上記提出書類を上から順に重ねて１部とし、クリアファイルや紙ファ

イルに綴じて提出すること。 

  ・ 上記提出書類をそれぞれ一つのＰＤＦデータとして作成したものを格納したＣＤ

－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒを提出すること。 

 

⑵ 提出期限  令和８年６月３日（水）午後５時必着 

⑶ 提出方法  郵送（書留郵便に限る） 

 

13 事業者プレゼンテーション 

  プロポーザルの審査に当たり、各事業者からのプレゼンテーションを行う。 

 ⑴ 実施日時  令和８年６月１６日（火）予定 

プレゼンテーションの詳細な時間及び場所については、プロポーザル参加事業者が確

定後、別途連絡する。 

 ⑵ 参加者 

   人数は３名までとし、契約を履行する際に「総括責任者」となる者又は「主担当者」と

なる者が必ず出席すること。 

 ⑶ プレゼンテーション 

  ・ １者当たり、説明時間は１５分以内、提出書類のみを使用して説明すること。 

  ・ 本町からの質疑は、１０分程度とする。 

  ・ プロジェクタ及びスクリーンは、本町が手配する。自社パソコンを使用しない場合

は、令和８年６月１１日（木）までにデータを本町に提出すること。 
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14 プロポーザルの選定 

本町審査会において、「16 評価基準」に基づき審査し、最も評価点の高い者を契約候補

者とし、次に評価点が高い者を次点者とする。 

評価点が同点であった場合は、審査基準表に示すうち、「提案内容」の評価点が高い者を

契約候補者とすることとし、その評価点も同点であった場合には、抽選により契約候補者

を決定する。なお、抽選については審査会の会長が代理抽選を行うものとする。 

また、提案事業者が１者のみであった場合にも公募は成立することとし、プロポーザル

における評価点が６割以上であれば契約候補者とする。 

 

15 選考結果発表 

⑴ 審査終了後、参加全事業者に、電子メールと郵送にて結果通知する。また、審査結果を

本町ホームページに公表する。 

⑵ 審査結果は、全応募事業者に文書により通知し、選定された事業者及び選定から漏れ

た事業者を問わず、事業者名および点数（合計点数及び項目別点数）を全て公表する。な

お、審査結果に対する異議申立てをすることはできない。 

 

16 評価基準 

  評価項目・配点・評価方法については、別紙「登録有形文化財 島本町立歴史文化資料

館（旧麗天館）保存活用計画策定業務に係るプロポーザル審査評価基準表」のとおりとす

る。 

 

17 失格又は無効事由 

  次に該当する場合は、失格又は無効とする。 

 ⑴ 提出方法、提出先、提出期限に適合しないもの。 

 ⑵ 提案上限額を超えるもの。 

 ⑶ 記載すべき事項の全部又は重要な一部が記載されていないもの。また、虚偽の記載が

あることが確認されたもの。 

 ⑷ 本業務に関して、事務局職員又はプロポーザル審査員に直接、間接を問わず、不正な

要求又は接触を求めたもの。 

 ⑸ 審査の公平性に影響を与える関係又は行為があったと認めたもの。 

 ⑹ 他の提案者と企画提案の内容又はその意図について相談を行ったもの。 

 ⑺ 参加要件を欠くことになったもの。 

 

18 その他留意事項 

 ⑴ 選考及び審査の経緯に関する質問には一切応じない。 

 ⑵ 本町は郵便、電子メールなどに関する通信事故については、いかなる責任も負わない。 

⑶ 提出書類の作成及び提出に関する費用は、提案事業者の負担とする。 

 ⑷ 提出された企画提案に関する書類は返却しない。 
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⑸ 提出された書類は、選考を行う作業に必要な範囲で複写することがある。 

 ⑹ プロポーザルに当たり提出された書類及びその内容は、提案事業者に無断で審査等以

外の目的に使用しないものとする。ただし、情報公開請求があった場合には、「プロポー

ザル方式による事業者選定における情報公開の基準」に基づき、公開の対象となるもの

とする。 

⑺ 提出書類の内容に含まれる著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他法令等

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用

いた結果生じた事象に係る責任はすべてプロポーザル参加者が負うものとする。 

 

19 本業務に係る問合せ・提出先 

島本町教育委員会事務局 教育こども部 生涯学習課（担当：三井・木村） 

   〒６１８－８５７０ 大阪府三島郡島本町桜井二丁目１番１号 

   電話：０７５－９６２－０７９２（直通）  

   メール：syougai@shimamotocho.jp  

 


